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平成２２年（ネ）第８０５号  ボランティア基金返還等請求控訴事件 

控訴人    鎌田まりみ 外１０名 

被控訴人    エンジェルズこと林俊彦 

 

証 拠 説 明 書（５） 

 

２０１０年 月  日 

 

大阪高等裁判所１１民事部ロ係 御 中 

 

 

控訴人ら代理人 弁護士 中 島 光 孝            

 

                                控訴人ら代理人 弁護士 辻  公 雄            

 

控訴人ら代理人 弁護士 吉 川 法 生            

 

                                控訴人ら代理人 弁護士 門 松 真 由            

 

                                控訴人ら代理人 弁護士 阪 口 徳 雄            

 

 

 頭書事件につき、甲Ａ第 １２１ 号証ないし 甲Ａ第 １２３ 号証の立証趣旨を

以下のとおり説明します。 

 

 書 証 番 号  標    題  作 成 者   立  証  趣  旨 

甲Ａ第１２１

号証 

 

 

上申書（原本） 

 

 

 

■■■■ 

 

 

 

 多くの者が被控訴人の募金活

動に疑義を持っていること，一

審判決に疑問を持っていること

等。 

甲Ａ第１２２

号証 

 

 

上申書（原本） 

 

 

 

■■■■ 

 

 

 

多くの者が被控訴人の募金活動

に疑義を持っていること，一審

判決に疑問を持っていること等

。  
甲Ａ第１２３

号証 

 

報告書（原本） 

 

 

■■■■ 

 

 

福岡でペットショップをを経営

していた■■■■氏が２００８

年９月１４日林俊彦及び川端加
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津子両名の訪問を受け「レスキ

ュー」の名目で５１頭の犬をだ

まし取られたこと（資料２，資

料３・４頁），ＡＡが上記犬に

ついて「福岡レスキューの援助

金」を募集していたこと（資料

６），２００８年１０月２７日

現在上記援助金の寄付が５４万

円になっているとの報告はある

が，その使途についての具体的

な報告はないこと，前記５１頭

のうち７頭の所在が不明になっ

ていること（資料５），ＡＡ代

表林俊彦がＡＡからの費用請求

（資料１）に対し■■氏が支払

わないこと等を理由として■■

氏を告発する旨ブログに記載し

たこと（資料９・２頁）等。 

以上の事実によりＡＡが「レス

キュー」名目で詐欺又は強迫な

いしこれに準ずる態様で犬の所

有権を取得し，「レスキュー援

助金」名目で寄付を集めるなど

のことを，「広島ＤＰの犬」の

支援金以外にも行っていたこと

等。 

 


